
お伺いするアドバイザーは、
既存住宅の調査や改修提案の
知識又は経験があり、
建築士の免許を持った専門家です

アドバイザーが
ご自宅にお伺いし
助言します。



 

 

申込受付後、アドバイザーから日程調整の連絡

※アドバイザーの選定に数日お時間をいただく場合がございます。

アドバイスの流れのイメージ

申込受付期間

令令和和７７年年４４月月１１日日かからら令令和和８８年年３３月月３３日日ままでで（（予予定定件件数数にに達達ししたた時時点点でで申申込込受受付付をを終終了了ししまますす。。））

《当日現地にて》

１．リフォームに関しての意向や現状の問題について聞き取り

２．建物の状況や設備等を目視で調査

３．調査結果に基づき、建物や設備等の現状の説明

４．省エネ化・再エネ化やバリアフリー化等に関する改修手法や各種補助制度等について情報提供

※１から４までの所要時間は、計２時間半程度です。

後日、調査結果及び実施したアドバイス内容を記載した報告書をお送りします。

※２の調査の際に、屋根裏・床下の確認ができると、より正確なアドバイスが可能です。御協力をお願いします。

 

アドバイスを受けることができる方

お申込みやお問合せについてはこちら
 

一般社団法人 東京都建築士事務所協会

☛ お申込みページ：

電話：０３－６２２８－０１８２ （お電話でのお申込みも可能です。）

メール：

受付時間 祝祭日及び年末年始を除く、月曜日から金曜日までの午前 時から午後５時まで

 

以下に該当する、都内の戸建住宅、二世帯住宅等の長屋の所有者 

※住宅を借りている方は、アドバイザーの派遣対象外です。

※アドバイザーの派遣は、原則１物件につき１回までです。

昭和56年５月31日以前に着工 昭和56年６月１日以降に着工

耐震改修済み又は耐震診断により、
耐震性を有すると認められたものは対象

対象
（ただし、平成12年５月31日以前に着工した、２階建以下の木
造住宅の場合、耐震性の確認等が必要になる場合があります。

詳しくはお問合せください。）

登録番号（７）１


